
位置図

：要対策箇所

：通学路（小学校指定）

：通学路（中学校指定）

＜対策メニュー＞

　転落防止柵設置　【高山土木事務
所】

高山市　東小学校校区（通学路合同点検　要対策箇所）　
【対策検討メンバー】　高山警察署、高山市、高山土木事務所

No.3

（国
）１５
８号

・水路の転落防止柵が劣化しており危険

至松本市

至郡上市
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